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市民センター 
だより 検索 

H30. 2 月号 

（公財）仙台ひと・まち交流財団 

 

日 時：３月10 日（土）10:00～11:30 

集 合：東照宮２丁目公園（※JR「東照宮駅」北側） 

対 象：どなたでも 25人（先着順） 

講 師：『038PRESS』編集長 千葉 富士男 氏 

持ち物：飲み物、雨具（※小雨決行） 

※歩きやすい靴・服装でお越しください 

申込み：2/16(金) 10:00～ 窓口・電話にて受付 

仙台東照宮周辺の歴史遺産と軽便鉄道の 

痕跡を辿りながら散策します。 

開催期間：２月７日(水)～２月 21 日(水) 

 地域の方からいただいた 

リサイクル本をお譲りします。 

福沢市民センター1F ロビー 

に展示いたしますので、お気に 

入りの１冊を見つけに来てください♪ 

日 時：３月３日（土）開場 13:30/開演 14:00 

会 場：福沢市民センター 

出 演：東北大学学友会邦楽部のみなさん 

対 象：どなたでも（小さなお子さんも大歓迎♪） 

費 用：無 料 

申込み：当日直接開場へお越しください 

    （※公共交通機関をご利用ください） 

壊れてしまったおもちゃはありませんか？ 
おもちゃドクターが無料で修理します。 

日程：２月 24 日（土） 

３月 24 日（土） 

時間：13:30～16:00 

 

（※部品交換の場合は部品代実費負担） 

会場：福沢市民センター 

東北大学学友会邦楽部のみなさんをお迎えして、 

和楽器の演奏会を開催します♪ 

※１人５冊 
まで 

平成 30年度 使用料減免登録申込みについて 

（次ページ） 

〒９８０－０００２ 
仙台市青葉区福沢町９－９ 
ＴＥＬ．２２３－９０９５ 
ＦＡＸ．２１３－１６４７ 

ホームページ公開中です！ 
「仙台市福沢市民センター」で 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

手続きに必要な書類等 

新 規 申 込 継 続 申 込 

町内会 
町内会  
以外 

10 割減免 
2～5項の 

団体除く 
5 割減免 

・会 則 － ○ － ○ 

・事業計画書 （直近のもの） － ○ － ○ 

・名 簿 （氏名・住所が記載されている最新のもの） － ○ － ○ 

・減免登録証の写し － － ○ ○ 

・利用者カード ○ ○ ○ ○ 

2/5 ・ 2/13 
（月）   （火） 
 
2/19・ 2/26 
（月）  （月） 

2/7・2/14・2/21・2/28（各水曜日） 

午前／10：30～12：30 

午後／13：00～15：30 

 

2/3・2/17（第１・第３土曜日） 

午後／13：00～15：30 
 

※返却はいつでも受け付けております。（休館日を除く） 

利用時間：9：00～16：30 

回収品目： 新聞紙 ・ 段ボール ・ 雑誌類 ・ 布類   

・リサイクルできる紙類を必ず紐で束ねて 

お持ちください。 

・ 布類 は洗濯をして中身の見える透明な 

袋に入れ、袋の口を縛って出してください。 

※発泡スチロールは出せません。 

※休館日は利用できません 

※ルールを守ってお出しください 
水曜日/第1・3土曜日 
１人３冊まで（期間：２週間） 

市 民 セ ン タ ー からの お 知 ら せ 

休館日 体育館個人使用 

図書貸出日 資源回収庫 

利用日：2/3・2/10・2/17・2/24 

（各土曜日） 

時 間：9：00～17：00  
（１回の申込につき２時間まで） 

種 目：卓球（2 面）・バドミントン（2 面）  

使用料：一般 2４0 円／小中学生 1２0 円 

◆予約はできません。 
◆シューズ，用具類は各自
お持ちください。 

◆8:45 時点で各種目３組以上

お集まりの場合は抽選に  

なります。 

※行事開催等で使用できない場合があります。詳しく

は福沢市民センターまでお問い合わせください。 

平成 30 年度 市民センター使用料減免登録申込みについて 

登録受付期間：平成 30 年２月９日（金）～ ２月 28 日（水） 

◆申込みにあたっての留意点◆ 
(1)減免登録申込書は、主に利用を予定している市民センターに提出してください。 

(2)減免登録申込書に記載された「会の目的・活動内容」（団体本来の活動）で市民センターを使用する場合に 

使用料が減免されますので、申込書には具体的な活動内容をご記入ください。 

(3)期間内に減免手続きが行われない場合、平成 30 年度 6 月分以降の利用について使用料が減免されない場合 

がありますのでご注意ください。 

(4)地域利用団体登録届出書を提出する場合は、減免登録申込書とあわせて提出してください。 

 詳しくは市民センター窓口へお問い合わせください。 

※減免登録証の上部に記載されている減免区分が２～５項に該当する 10 割減免団体は継続不要となります。 

（記載内容に変更があった場合は、発行した市民センターにお問い合わせください。） 


